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Much more, in Japan, low birthrate and longevity will progress from now on. Many activities in the human- resources 

development in a school, or a human resources development facility and a company will change still more. The 

influence on the upper secondary education which the Extraordinary Council for Education reply gave is verified, 

and the state of the after education of the secondary education is considered in this paper. And the future directivity 
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brews.  
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1. はじめに 
 
臨時教育審議会(臨教審，1984 年 9 月～1987 年 10 月)

が展開した主張は当時の現場教員にとって大変悪評であ

ったが，その議論の多くは今も日本の社会に強い影響を

残している．ここでは，職業能力開発との関わりが深い

「生涯教育」に関するものを取り上げ，臨教審以降の生

涯学習，学校教育及び職業能力開発との関係を考察する．

先行研究として，この問題に関する高梨[1]の論考がある．

本稿では，高梨の議論を踏まえて臨教審以降 30 年間の後

期中等教育の軌跡を振り返りつつ，キャリア形成の視点

から今後の中等後教育の方向性について検討する． 

 

2. 臨教審答申とその後の高等学校教育 
 

 臨教審の中では教育の自由化を標榜する「二十一世紀

を展望した教育の在り方」担当の第一部会とこれに反発

する「初等中等教育の改革」担当の第三部会の対立があ

ったことが知られている(高梨[2])．そこには後の政治主導

型の新自由主義的・市場主義的な教育改革へとつながる

構図が窺える． 

 この対立の中に，学校教育の将来像，特に，高等教育

機関(大学，短大，高専)と後期中等教育後教育機関（専修

学校専門課程）との関係，職業能力開発との関係，の 2 つ

の問題が高梨[3]によって提示されている．高梨が主轄す

る「社会の教育諸機能の活性化」担当の臨教審第二部会

は，特に職業上の教育分野と職業能力開発の位置づけを

生涯学習体系の中でどうとらえるかについて議論した．

そこでは生涯「教育」ではなく，生涯「学習」に力点を

置いた議論がなされた(高梨[4])． 

 高梨[5]は，当時，「企業内に入れば，････OJT だけでは

済まなくて Off-JT が必要な時代に入って」おり，「企業

社会に対してこれが必要ですよというサービスする機

関････をつくるべき」であると述べている．当時，大き

な企業では自前の企業内職業訓練施設を有し，すでに

Off-JT を行っていた．しかし，小規模な企業ではなかな

かそれが用意できず，公共職業訓練施設における Off-JT

機会の拡充に期待が寄せられていた時期である．これら

は 1980 年代にはまだ企業が従業員を育てるというスタ

ンスが当たり前だった証左であるが，その後 1990 年代に

は労働市場流動化を唱えて規制緩和論を主張する一部論

者とこれに乗った政治家・企業人は企業内人材育成のシ

ステムを崩壊させ，いわゆる非正規雇用者層を増大させ

た(高梨[6])．1990 年代前半では，まだ，「派遣社員の業務

の性格は専門的性格を持ち，誰でもが簡単に参入できる

労働市場ではない」(高梨[7])と，捉えられていた．しかし，

労働者派遣法の度重なる改定の結果，同法は労働者を非

正規労働・不安定雇用へと誘導する法令となってきてい

る．こうして，臨教審審議当時に比べ現在はより一層生

涯学習，特に職業能力開発の責務が増大している．それ
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にも拘らず，慢性的な財政危機を抱えている政府は，本

来「『小さな政府』&『大きな社会』の枠組」からなる新

自由主義の政策を曲解し，「ネオリベ(＝ネオリベラリズ

ム，著者註)市場原理主義」と「『小さな政府』&『小さな

社会』の枠組」(宮台[8])として捉えた．その結果，より重

篤な格差の拡大と固定化を招き，すでに 20 年間以上にわ

たり政府はこの問題に対して有効に対処することができ 

ていない． 

 高梨[3]は社会教育について，その歴史的使命は終わっ

たとし，これに代えて，成人の「教養的・文化的教育と

生活技術教育」と「職業的な面での教育」に分け，それ

ぞれの体制作りの重要性を説いている．臨教審第四次答

申[9]は「生涯学習体系への移行」を表明し，「今後，わが

国が社会の変化に主体的に対応し，活力ある社会を築い

ていくために，学歴社会の弊害を是正するとともに，学

校中心の考え方を改め，生涯学習体系への移行を主軸と

する教育体系の総合的再編を図っていかねばならない」

と主張した．この精神を法制化するにあっての行政官庁

の動き(高梨[10])は官僚制度・官庁権益を論考する上で大

変興味深いが，それはともかくとして，体系作りに係る

提案に掲げられた高等学校の総合高等学校化は 1990 年

代以降相当進んだ．しかし，この改革は高梨の主張した

普通課程の卒業生の 1/3 が職業・産業教育を受けずに就

職しているという実態に即応したものとは必ずしもなっ

ていない． 

 一例として，2003 年の大阪府の高等学校再編整備計画

(大阪府教育委員会[11])から抜粋したものを表 1 に示す．

この計画はその後このまま実施された．この中で，全日

制単位制は各科目が必ずしも全学期にわたって履修され

るものではなく，集中授業や前期・後期等の一部の期間

で履修が終了するような形態で運営されるものである．

多部制単位制は授業時間帯を従来の夜間定時制(これを

第 3 部とする)に加え，全日制的な時間帯(1～6 時限また

は 1～4 時限，第 1 部)および日中の時間帯(3～8 時限また

は 6～8 時限，第 2 部)が選択できるようにしたものであ

る．そのうち 1 日 4 時限の履修者および従前の定時制(第

3 部)の生徒については修業年限が 4 年間となっている．

特に第 2 部や 4 時限履修は学校生活になじまない生徒の

増加に呼応して開設されたものである．しかし，当初想

定された対象者は多かったものの実際の履修者は少なく，

6校のうち 4校は 2012年度より再び全日制へと改編され

た．全日制単位制・多部制単位制共に普通科または総合

学科が設置されている．これらの多様な形態の高等学校

が出現したほか，表 1 を見ると総合学科もしくは普通科

総合選択制の高等学校が増加していることがわかる． 

 区別(差別)を厭う教育界では一般にある学科名の教育

諸課程はいずれも同一のものであるとの建前論がある．

ところが，総合学科もしくは普通科総合選択制の高等学

校の実態には次の 3 通りのものがある． 

 1 つ目はいわゆる大学への進学校を指すもので，生徒

各人の希望により大学入試にかかわる教科科目を標準的

な普通科に比べて重点的に履修できるようにしたもので

ある．また，大学進学を主眼とする「専門学科」も国際・

学校として従前のいわゆる進学校を改組して設置されて     

いる． 

2 つ目は従来から教育困難を抱えてきた高等学校で，

その卒業生の多くが入学当初

より進路として就職を考えて

いたものであり，普通科教育

にそぐわない実態を有してき

た歴史を持つものである．これ

らは 1970 年代後半から 1980

年代前半にかけていわゆる団

塊の第二世代の生徒急増期に

高等学校運営を主に担ってい

た大阪府を始めとする地方自

治体が財政上の負担をできる

だけ小さくするために急設し

た普通科高等学校の残滓であ

る．この範疇の高等学校には普

通科として，もしくは他の専門

緒科と併設された形で普通科

の高等学校として現存してい

るものもある．また，これらの

うち普通科総合制へ転換した

いくつかの高等学校も大学等

への進学を目指すためのもの

ではなく，多様な選択科目の中

から生徒が選択できるように

したものである．しかしながら，

学科区分等 1998 年度 2008 年度 全体計画における改革の方向 

普通科 

専門学科併置 

普通科総合選択制 

総合学科 

全日制単位制 

専門高等学校 

 工業 

 農業 

 総合造形 

 食品産業 

 衛生看護 

 国際・科学 

多部制単位制 

117 

19 

－ 

3 

－ 

16 

(12) 

(2) 

－ 

(1) 

(1) 

－ 

－ 

75 

11 

17 

10 

4 

15 

(9) 

(2) 

(1) 

－ 

－ 

(3) 

6 

＜内訳＞ 

・多部制単位制は 1 部・2 部のみでカウント

している（3 部は定時制でカウント）． 

・定時制には昼間定時制・夜間定時制・多

部制単位制の 3 部を含む． 

・課程の異なる場合は，それぞれの課程別

でカウントしている． 

 (例) 

全日制と夜間定時制の併置校 

 → 全日制 1，定時制 1 

多部制単位制の 3 部制校 

 → 多部制単位制 1，夜間定時制 1 

昼間定時制と夜間定時制･通信制の併置校 

 → 定時制 1，通信制 1 (昼間の高等学校計) 155 138 

定時制 

通信制 

29 

1 

15 

1 

表 1 大阪府立高等学校の再編整備計画 大阪府教育委員会[11]より抜粋編集．()内は

専門高等学校における専門分野の内数． 
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その実態は生徒自身の興味関心や将来の職業生活に備え

ての積極的な理由で履修する科目が選択されるわけでは

なく，高等学校卒業のためだけと消去法に基づいていて，

内容的には第三者から見ればいかがなものかというよう

な選択科目もたくさんある．40 年前に著者の 1 人は大学

の「教育」という科目の中で米国のハイスクールの衰退

に関する話題を提供されたが，かつて米国のハイスクー

ルを荒廃させた凶源と目される“多様な”授業科目が現

在の日本の高等学校で展開されている．ちなみに，米国

ではそのような施策は 1970 年代の終焉と共に，とうに衰

退していったようである． 

 3 つ目は，バブル経済崩壊後 1990 年代中期以降のさら

なる財政悪化を受けた結果，生まれてきたものである．

これらは，職業科教員法定数の多さも関係する運営費や

設備費等のかさむ職業課程，特に工業高等学校が，その

老朽化した機材をとりあえず使用しつつ総合学科ないし

は普通科の教員法定数に基づき元職業科教員を減員して

再配置することによって転換していったものである．図

1 は高等学校の学科別生徒数の割合を，5 年ごとに示して

いる(文部科学省[12]に基づいて作成)．これを見ると，かつ

ては職業教育が盛んであった(橘木[13])が，1995 年頃から

総合学科に在籍する生徒が生じ始め，その後漸増してゆ

くことが分かる．その分，職業科の生徒の割合が減少し

てきている．これら 3 種は，いずれも高梨が考えた総合

学科のあるべき姿ではない．高梨[14]は「私は以前から，

高等教育への進学率の上昇はなかなかとまらないだろう

から，職業課程と普通課程を一本化した総合高校化せよ

と提案して，これは実現したわけですけれども，」と述べ

たが，残念ながら「学校と職業教育との間を埋めていく」

ことはできていない．ここで見たように，多くの中学生

は高梨が言うように大学進学を目指して普通科の高等学

校へ進学しているわけではない．他の選択肢が相対的に

きわめて少なくなってきたがために普通科ないしは事実

上その範疇に属する高等学校へ進学せざるを得なかった

のが 1970 年代後半からの実情なのである．15 歳人口の

急増に伴う中学卒業者の進学希望の増加を背景に高等学

校の増設が大都市圏を中心に全国的に進められ，例えば

東京都でも設置運営費のかさむ工業高校よりも経費が掛

からない普通科高校が多数急増された(小林[15]，福本[16])．

一方，1980 年代中頃でも大阪府では職業訓練校に定員の

関係で入校できなかった生徒の多くが府立の全日制普通

科高等学校に入学していた．これは，職業訓練校も工業

高等学校に匹敵する，もしくは，それ以上の財政支出が

発生するため，ニーズがあるにもかかわらず訓練校が拡

充されなかったことと，高卒者が増えたことを受けて養

成訓練において「中卒者対象から高卒者対象へと切り替

えが進んだ」(逆瀬川[17])ため，中卒養成訓練が切り捨てら

れていったことに起因する． 

 木村[18]は，「新自由主義の教育改革は，国家が官僚機構

を介して統制する公教育は非効率であり，国家的で画一

的な関与や規制を緩和」しようとし，「学校を市場的競争

下におき，保護者による学校選択や保護者や地域住民に

よる学校評価によって，学校が自ら改革する努力を引き

出す」と，指摘している．2003 年 4 月には学校教育法施

行規則が改正され，公立の初等教育段階でも学校選択制

が可能となった．この改正は初等教育段階で「『通学区域

制』が廃止されたわけではない」(藤田[19])．しかし，この

後，中等学校段階では 1998 年 6 月の学校教育法施行規則

改正に伴って 1999 年度から設置されるようになった中

等教育学校の開校もあり，政治主導の「教育の自由化」

の名目のもと，通学区域制が緩和・廃止されていった． 

 例えば，大阪府教育委員会[20]が実施した全日制高等学

校の通学区域の学区制の緩和(9 学区制から 4 学区制へ，

2007 年 4 月実施)や，その後の全廃(2014 年 4 月実施)は伝

統的な普通科高等学校における「序列」＝学校格差を強

化した．藤田[21]の言う「できる子どもや恵まれた家庭の

子どもを優先・優遇する『強者の論理』による教育再編」

が増々進行してきているのである．木村[22]は，「こんにち

学校に対して，たとえば，教育委員会制度の改革におい

ては選挙で選ばれた首長の意向が直接的に学校に及びや

すくする対応を示す」と，長期的な視点に立ち得ず地方

自治体の首長の“ご意向”に沿った拙速な変革が学校の

あり方のみならずこれを担う教員の専門職性の否定に警

告を発している． 

 ここで見てきた改革の中に，果たして教育を受ける側

の視線がどれだけ重んじられてきたのであろうか．竹内
[23]は，「教育改革は，社会システムのごみ箱である．教育

改革は大人の時代や社会への漠然とした不満を吸収する

受け皿になりやすい．実際の効果よりも，改革案そのも

図 1 高等学校の学科別生徒数の構成割合の推移

(文部科学省[12]を基に作成) 数値は割合(%)
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のによる大人のカタルシス効果が目的とさえいえるほど

である．」と指摘したが，国際関係の中で経済的に閉塞感

のある今もまた，大人による大人のための教育改革が進

められている． 

 2008 年大阪府知事となった橋下徹は，「大阪府は破産

的状態」として「財政再建プログラム」に取り組み就任

前の 2007 年度の一般会計決算額約 741 億円からこれを

2008 年度には約 624 億円に圧縮して約 117 億円の「収支

改善」を行った，と主張した．しかし，このうちの 48 億

円分は教育費の削減によるものであり，「橋下氏の府知事

選公約のトップは『子供が笑う，大人も笑う大阪に』で

あったにもかかわらす，教育費を大幅に削減したもの」

(山崎[24]) であった．山崎によると，その結果，大阪府の

公立小中学校教員の平均給料月額は 2015 年度に全国最

下位となった．このため，大阪府への教員採用希望者の

質は劇的に低下すると共に若年層を中心として現職教員

が大量に主に近隣他府県へ流出した．これには，教員や

公務員への攻撃を政治的に利用してスケープゴートとし，

特に教員の専門的裁量権を制限する府政の“息苦しさ”

も色濃く影響している．他府県では申込に際して当然通

常の採用試験を実施しているので，優秀な者から流出し

ていることは言を俟たない．これも，大人の事情が子供

たちへの教育の質を下げている例の一つであり，教員の

雇用形態から考えると，この施策による大阪での教育界

の損失は最近採用された教員が定年退職や再雇用期間満

了を迎えるまでこの先 40 年前後続くこととなる． 

 

3. 普通教育の期間はいつまでが適切なの
か 

  

 ものづくり分野における職業能力開発を議論する際，

「10 代早期から訓練を重ねて行かないと身につかない，

親方のもとで見様見真似で修行してこそ一人前の熟練技

能が身に付くのだ」という言がしばしば口にされる(例え

ば，高梨[25]）．確かにいくつかの伝統的なものづくりの分

野では日本で唯一の技能者，などと言われる方を育てよ

うとするとその分野の充分な技能知識の習得にも時間も

かかるので，例えば中学校在学中から修行が始まるなど

とことも必要かもしれない．しかし，大多数の社会人，

特にその職種が Frey & Osborne [26]が予測するような，い

つか明日をも知れぬ不安定な職となるかもしれないとい

う不確かな現代社会において，そのような単一工的な育

てられ方をされてしまうと，職種転換を余儀なくされた

際に幅広い素地を欠くがゆえに円滑に再訓練が行われ得

ないことが容易に予測され，その個人にとっては大変リ

スクが高いこととなる． 

 日本国憲法第 26 条第 2 項には，「すべて国民は，法律

の定めるところにより，その保護する子女に普通教育を

受けさせる義務を負ふ．」の文言がある．ここで普通教育

には後期中等教育における普通教育を含み，例え工業高

等学校であっても専門教科に加えて相当の普通教科を履

修しないと高等学校卒業とはならないし，職業訓練の場

でも中学校または高等学校の新規卒業者を訓練対象とし

て想定している普通職業訓練の普通課程では社会科等の

普通教育に相当する知識習得の機会が提供されている．

これらは教育訓練終了後にはおそらく数十年にわたる社

会生活を全うするための基礎的能力として潜在的・顕在

的に作用し，これが前述した職種転換を余議なくされた

場合のセフティネットとなる． 

 後述するように日本人の寿命は戦後著しく伸びている．

昨今の大学生やその同世代の人達の精神的な幼さを見れ

ば，成人後の余命が単に延びたのではなく，ヒトという

生物種の成長と死に至るまでの各発達段階が間延びした

だけのようにも感じられる．この疑問を解くような発達

心理学や脳科学の進歩が求められるが，もしこの仮説が

正しいのであれば，後期中等教育相当期間中の普通教育

の必要性はますます増大するのではないか．その意味か

らも，著者が接してきた教育関係者，特に高等学校教員

の多くは高等学校卒業まではすべて普通科で良いと考え

ているし，そうあるべきだと主張する．もちろん，そこ

で展開される普通教育が高梨[3]が批判する通り大学等へ

の進学準備であってはならないし，いわゆる昨今の「ゆ

とり教育」に代表されるような形式陶冶を軽んじて潜在

的教育効果が後に残らないような形骸化したものであっ

てはならない．従って，長い職業生活とそれに引き続く

引退後の安らかな生活を支えるための素地が訓誨される

ように教育実施の方策を全面的に改定する必要がある． 

 2013 年のアンケート(山崎[27])によると，「高等学校生に

キャリア教育をすることは必要だと思う」か，という問

いに対し，「思わない 71.20%，思う 19.95%，どちらとも

言えない 8.85%」(2013.8.6. 現在)との回答結果がある．イ

ンターネット上のアンケート故，母数の特定や母集団の

特性が不明であるが，高等学校での教育内容に関する多

くの市民の見方であると考えられる．すなわち，2012 年

度には高等学校への進学率がすでに 96.5% (通信制を含

めると 98.3 ％) に達している(文部科学省[28])ため，高等

学校はかつての中学校程度の機能以下であるとしか市民

から認識されていないと看做せるわけである．もっとも，

平均寿命が 1947 年に男 50.06 歳・女 53.96 歳，1960 年で

も男 65.32 歳・女 70.19 歳であったことに比べ，2010 年

に男 79.55 歳・女 85.90 歳となっている(厚生労働省[29])こ

とを考慮して 2010 年における年齢に比例換算すると，新

制中学校発足当時の年齢 15 歳は 2010 年では男 23.8 歳，

女 23.9 歳に相当することとなる．すなわち，新制中学校

発足当時に期待されたその教育内容(ここではキャリア

教育)と実施時期は現行の大学院修士課程在学期間に匹

敵する時期と看做せることとなる．従って，現在の市民

の認識は当を得ているものと判断できるのかもしれない．

なお，ヒトの寿命と発達段階との関係は生物学や人類学

などを包括した調査研究の興味深い課題であるので，そ

の成果に期待したい． 

 キャリア教育は，中央教育審議会[30]によると，「普通教

育・専門教育を問わず様々な教育活動の中で実施され」，

「一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤と
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なる能力や態度」を育成してキャリア発達を促す教育で

あり，「職業教育もふくまれる」，と定義されている． こ

れを受けて高等学校でのキャリア教育の必修科目化が検

討された．山崎が示したアンケートと必修科目化への批

判はこれを受けたものである．もし，必修化されたキャ

リア教育の科目がホームルームのようにクラス担任が受

け持つことになるならば，たいへん問題がある．本稿の

著者の 1 人は高校教員の経験もあるが，山崎の言うよう

に，「職業活動の大半を学校に籠もって過ごす高校の教師

は民間経済から隔絶された特殊な職業」であり，「キャリ

ア教育を施すための知識も実感も持っていない，キャリ

ア教育には『特に不向きな人々』」であることは否定しな

い．もちろん，豊富な社会経験を持ち，多面的なキャリ

アを積んだ教員もいるが，必ずしもすべての教員がそう

ではない． 

 「『荒れる高等学校』が起きたのは 1970 年代で，」「そ

れまでは工業や商業など職業課程に優秀な人材が進学し

たのに，普通高等学校重視，要するに進学校目当ての生

徒が増えてしまった」と，高梨[31]は述べている．しかし，

そこでは高等学校進学率の増加に対する視点が欠けてお

り，また，なぜ多くの人達が大卒を目指すようになった

のかという分析が消えている．当時，職業課程の高等学

校は設置運営に膨大なコストがかかるがゆえに生徒急増

期には新設されて来なかった．そのため，中学校卒業生

の幾許かは結果として本人の希望には添えず，工業や商

業など職業課程に進学できなかった．この時の彼らの気

持ちや，その趨勢のままの状態が続く中で多くの生徒や

その保護者達の口から漏れる心情を汲むと，少なくとも

1980 年代中期の大阪府の高等学校教育の現場ではこの

高梨の指摘は当を得ていないものと判断される．高梨[32]

は自らが実態調査法による実証的研究者であると述べて

いるが，こと当時の高等学校の現状把握に関してはその

言を批判せざるを得ない．この点は，相対的に優秀な学

生，すなわち，主にいわゆる進学校と呼ばれる類の普通

科高等学校出身であり自ら進んで学んでくれる学生にの

み接してくることができた高梨の言う実証性の限界であ

ると見ることもできるだろう．自ら進んで学ぶ学生への

対応にのみ煩忙極まるという状況は，多くの教員・指導

員にとって味わってみたい経験であろうと推考するが，

高梨にはそのような心情は理解してもらえないかもしれ

ない． 

 普通教育は中等教育段階で終了するものではない．か

つて教養は教育の場でのみ取り扱われるものではなく，

むしろ幅広い人生の中で生涯を通じて涵養されてきた

(田中[33])．そして，第 2 次世界大戦後に GHQ の指導の

下，学校教育に 6･3･3･4 制が導入され，戦前の軍国主義

化を制し得る「市民」が日本には育ってこなかったとい

う反省に基づき，「責任ある人間存在」として「自主的に

総合的な判断力をもって諸々の価値の選別や態度決定を

行い，それを行動に移す実行能力を持った人」たる「市

民」の育成を図るべく新制大学に一般教育が導入された

(田中) [34]．これは，大学における専門教育に対置する普

通教育であり，俗に一般教養と称されることが多い．し

かし，時代と共にその崇高な教育目的が忘れられて心無

い学生からは「パンキョー」などと呼ばれて軽んじられ，

教育効果に疑問が持たれるようになった．1986 年の臨時

教育審議会第二次答申[9]では高等教育の個性化・多様化

が求められ，大学審議会の議論を経て大学院設置基準

(1989 年)，学校教育法・大学設置基準・学位規則(1991 年)

が改正された．この結果，改正以前の大学において専門

科目以外の 4 科目すなわち一般教育科目，外国語科目，

保健体育科目，基礎教育科目を担っていた教養部がほと

んどの大学で解体され，その教育内容は精査選別された

上で専門的な学部に改組または吸収された．この流れの

中で，「近代的大学のリベラルな知が，複雑に巨大化した

専門知の氾濫のなかで，『古典』という以上の価値を見出

されなくなってしま」い(吉見[35])，学士の教養力は低下し

た． 

 2017 年の流行語(自由国民社[36])になった「アウフヘー

ベン」aufheben＝止揚は，東京都知事の小池[37]がこの年の

6 月に雑誌記事で用いたことより人口に膾炙した．かつ

て一般教育科目を履修していた頃の大学生であれば多く

のものがその語の深遠な意味を理解していたか否かはと

もかく，教養として触れた記憶のある単語であろう．し

かし，知的エリートと思われている日本を代表する全国

紙の現役記者たちがこぞってこの語を知らないことが，

彼らの著した報道記事によって図らずしも露呈した．同

語に対するマスコミの反応，すなわち記者たちの教養に

無さに辟易したのか，9 月にも東京都中央卸売市場のう

ちの一つである築地市場の移転問題に関する記者会見で

再び同語を用いた小池は同語の意味を尋ねる記者に対し，

「辞書で調べてください．」と発言している(玉田[38])．大

卒であろうはずの，しかも言葉を操る職業人たるエリー

ト記者が本を読まない，言葉を知らない，自分で調べな

いというようにしか教育・訓練されていない．このよう

に，日本の教育は，社内教育を含め，職業人のベースと

なる教養すら身に付けさせることがすでにできなくなっ

てしまっているのである．寺﨑[39]の研究「一般教養への

評価は，在学生・若手教官などではきわめて低いが，卒

業生では年齢が上がるにつれて次第に高くなる．」を引用

して，田中[40]は「教え方が下手でも大教室の一方通行の

授業でも『総合』などに無関心な授業でも，能力があり，

真剣に，真面目に自己陶冶を怠らない人は，その過程で

バラバラに教えられたものを自分の力で『総合』し，自

家薬籠中のものにしているということである．」と述べて

いる．ここでは，大学における教養教育の問題点を指摘

し，「新しい教養人」の育成に対する提案がなされている．

現代日本人の有無を含めた教養力の低下と，特に大学に

おける一般教養との関連については興味深いテーマであ

り，今後深く掘り下げたい問題である． 

 従前の新制大学教養課程は確かに特権意識を内在した

旧制高校的教養主義を引きずっていたが，教育の目的で

ある人格の完成(教育基本法第一条)への寄与の比重は少

なからぬものであった．竹内[41]は，「教養とは教養なき人
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を蔑んだり，教養をひけらかしたりする教養俗物になる

ことではない．さらに大きな未知の世界があることを知

ることで，いま
、、

とここ
、、

の現実世界について懐疑し，自省

し，現実世界を超越する理想世界につながるものである．」

と言う． 

 職業訓練の場では 5S 活動が推奨されている．5S とは

職場環境の維持のため徹底されなければならない事柄を

示すスローガンであり，多くの場合，整理・整頓・清掃・

清潔・躾をいう．このうち，前方から重視して，2S，3S，

4S という場合もあるし，職場によって各業務の特性を考

慮した項目を加えて 6S~10S などとする所もある．もと

より職場ないし企業ごとのスローガンであるので，S の

数がいくつであるべきとの決まりはなく，各 S が具体的

に何を意味するかという共通した厳密な規定もない．職

業訓練の場では前述した 5 つのスローガンを掲げること

が多い(職業訓練教材研究会)[42]．このうちの「躾(または

習慣化)」は，職場におけるルール(当然，法令も含めて)

や手順を正しく守り実行できるように身に付けることを

指す．もちろん，「躾」は仕事上の上司など他者からの押

し付けで身につくものではなく，自らの認識＝教養によ

って定着してくるものである．この語は一般に 5S にそろ

えるため，「躾」と称されている．従前の中卒・高卒者の

養成訓練や学卒新入社員への指導では「躾」の語で違和

感はないが，成人への言葉としては不適切と考えられる

ので，そのような場合，例えば，「習慣化」を用いる方が

むしろ望ましいようである． 

 かつて，日本の工業製品の品質への評価は大変高かっ

た．しかし，教養よりも効果効率を最優先させる時代の

趨勢を反映して，近年は日本の製造業における不祥事が

後を絶たない．これは，トップから現場まで自らの人格

の尊厳をかけて誠意を持った仕事をするという態度＝

「躾」の欠如に起因するものと断ぜざるを得ない．その

病理の深層には労働者を非正規化して必要な教育訓練す

ら実施せずに使い捨てる現今の企業原理があるが，これ

も法人としての「人格」に「躾」が欠如してきた結果で

ある．一方，職業人にとって「躾」が身についていると

外形的に見えることは，職業人として望ましい人格が形

成されている証となる．そして，「躾」を含めて 5S の重

要性が自ずから理解できるということは，その人の身に

付けた教養のなせる業であり，職業訓練の場でも教養の

獲得と深化は不可欠なものと言えよう． 

 

4. 生涯にわたる職業能力開発にかかる施
策の始動と衰退 
 

 高梨[43]は臨教審答申後の施策として，「ホワイトカラ

ー向けの Off・JT をサービスする機関」と「勤労体験プ

ラザ」について言及している．ここで言われている「ホ

ワイトカラー向けの Off・JT をサービスする機関」は後

の生涯職業能力開発促進センターのことであり，「勤労体

験プラザ」は後の「私のしごと館」のことであろう． 

 生涯職業能力開発促進センターは全国唯一ホワイトカ

ラーの職業能力開発施設として，1997年 7月に設置され，

2009 年 3 月末に廃止された．それまでブルーカラーを中

心に実施されてきた公共職業能力開発行政の中で，現今

の労働者の大半がホワイトカラーであるにもかかわらず

公共サービスとして施策が講じられていないことは不公

平である，との批判に呼応して設置されたものである．

しかし，ホワイトカラーに対する職業能力開発のニーズ

に応じるきることができなかった． 

 「私のしごと館」は 2003 年 3 月にプレオープン，同年

10 月にグランドオープンした．これも，独立行政法人の

整理合理化のなかで，2008 年 9 月以降はそれまでの独立

行政法人雇用・能力開発機構に替えて委託を受けた一企

業が運営することとなったものの，その後も採算性の向

上が見られず，2010 年 3 月末に営業を終了して閉館とな

った．入札によって民間企業等への売却を試みるも応札

するものがなく，2011 年 10 月の独立行政法人雇用・能

力開発機構廃止に伴いその広大な土地建物は長らく無人

のまま厚生労働省が管理する遊休国有財産となっていた．

そして，ようやく 2014 年に国[44]から京都府に無償譲渡

され，2015 年度に「けいはんなオープンイノベーション

センター」として産業界のニーズと大学等のシーズの融

合をもって生活と文化のイノベーションを創出する場に

再生した(毎日新聞社[45])． 

 常泉[46]によると，バブル経済の崩壊後，景気刺激政策

として公共事業は増大し，1990 年に年間６兆円の発行で

あった建設国債は 1995 年に 16 兆円となった．地方自治

体も同様で，地方債による公共事業はバブル経済崩壊後

に地方自治体が単独で実施した公共事業の約 40％であ

るという．生涯職業能力開発促進センターや「私のしご

と館」の設置はまさにその政策を受けてのハコモノ政策

の象徴であった．そして，当時の一般職員の懸念した通

り，後年これらの運営が，特に計画当初から運営の採算

性に疑念を持たれながら運営主体すら未定のまま政治主

導で作られた「私のしごと館」を結果的に押しつけられ

た特殊法人雇用促進事業団，のちの独立行政法人雇用・

能力開発機構を廃止に追いやる格好の口実となった．た

だ，独占状態にある一私企業が市販する OA ソフトの操

作の訓練を展開する市井のパソコンスクールや職業体験

を児童の遊戯としてとらえる商業娯楽施設と，公的教育

訓練機関や博物館または公的啓蒙施設が採算面で同列に

議論される新自由主義的な発想に対しては，これを否定

したい． 

 

5. 中等後教育と職業能力開発 
 

1990 年代前期のバブル崩壊以降，「企業の雇用戦略の

転換とそれを後押しする労働力の流動化政策によって，

卒業後すぐに正社員として就職することが困難」化し，

「学校から企業就職への接続関係が不安定になり，教育

システムと職業システムとの調整の必要性が生じた」結

果，中等教育段階では「進路指導改革の力点が，偏差値

による進路指導のゆがみを是正するということに最大の
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力点をおいたものから，若者層の雇用問題への対応に移

行した」(木村[47])．その結果，例えば大学進学の際に漫然

と入りたい／入れる偏差値を示す学部学科を選ぶことよ

り自分のキャリアを見据えて進学先を選択してゆく姿勢

が受験生に定着しつつある． 

一方，「専門課程[註 1]への編入のオープン化」と「資格

時代の到来」について高梨[1]はその節の最後に言及して

いる．1987 年当時の論考なので，予測されていたとは言

え，現今のように大学全入と大学倒産の危機に現実味が

なかったのであろうか，ここでは大学へは入学試験を経

て入ることが当然のような論調となっている．高梨[48]は

「心身の練磨をする努力を怠ったものを努力したものと

同様に扱うべきだという『結果の平等』論が学歴主義社

会の批判者に潜むとすればそれこそ社会の活力と公正競

争を否定する悪平等」であるとも述べている．現在は，

すでに多くの大学では入学希望者の選抜の必要性が事実

上なくなってきている．日本私立学校振興・共済事業団
[49]によると，2017 年度の入学定員充足率(入学者数÷入

学定員数)が 100%未満のいわゆる定員割れを生じた私立

大学は調査 581 校中 229 校，39.4%となっている．また，

歩留率(入学者数÷入試合格者数)が 50%未満の私立大学

も 229 校である．大学入試センターによると 2018 年度の

大学入試センター試験利用大学・短期大学は 848 校[50]，

同試験の志願者数は 582,671 人[51]であった．また，文部

科学省[52]によると 2018 年度当初の大学・短期大学はそ

れぞれ 780 校・337 校であるが，地方大学の振興及び若

者雇用等に関する有識者会議[53]によると 2015 年度での

大学・短期大学の入学定員は 591,031 人となっている．

大学入試センター試験の志願者には重複はないので，こ

れらの数値から判断すれば，大学ないし短期大学へは数

値上では全入が可能な状態となっていると判断できる．

このため，徐々にではあるが自らのキャリア形成を念頭

において進学先を選んでいこうとする風潮に拍車がかか

ってきている．この状況下，政府は高等教育無償化の政

策を提案した．今こそ，これらをさらに進めて，フラン

スの学制のように，高等学校卒業者のうち希望する者(例

えば，高等学校卒業認定試験を実施してその合格者)は，

全員無選抜で各自が望む大学等へ在籍できることとし，

在学中に切磋琢磨しない者は卒業できないというように

変革すべきである． 

戦前には学校の進級・卒業要件は相当厳格で，小学校

段階でも留年は稀ではなかった．このシステムが崩壊し

たのは太平洋戦争末期の学徒動員や勤労奉仕，および戦

後の混乱期に実質的な教育活動が停止していた際に進

級・卒業を事実上無評価で行わざるを得なかった社会情

勢に起因する(例えば，北[54])．この頃以来の悪習が特に大

学学部では残ってしまっており，いわゆる「楽勝科目」

に学生の履修が集中し，世界でも稀に見る大学学部教育

の空洞化が定着しているのである． 

 留年生が増えても物理的な容量にはすでにゆとりがあ

るし，大学院博士課程を修了しながら無業高学歴者と呼

ばれる若者やいわゆるリストラを受けた離職熟練技能・

技術者が職を求めてさまよう時代であるから教育能力開

発担当者には事欠かない素地はすでにできている． 

 厚生労働省では建設業及び製造業の 112 職種について

ものづくりマイスター制度を創設し，ものづくり分野で

の優れた技能や経験を持つ方に中小企業や学校などにお

いて若年技能者やその候補へ実践的な実技指導をすでに

行っており，効果的に技能の継承や後継者の育成を促進

させる施策を講じている(厚生労働省)[55]．また，情報技術

関連においても同様の制度による IT マスターが学校等

へ派遣されている．一方，優れた技能者に指導力を発揮

してもらうためには，指導技法その他の職業訓練指導に

係る知識技能を習得してもらうことが重要で，そのため

の研修課程の充実が課題である． 

 今後は，高梨が主張するように高等教育機関を高度職

業能力開発施設の機能を兼ねるものとして位置付けて社

会人にオープン化し，そこでの学習成果を評価して各種

の学位や職業資格が得られるようにすべきである．もと

より高等学校卒業者は全員無選抜で大学等へ入学できる

とするならば，社会人が Off-JT として修学し，その集大

成として学位等を取得しても何ら問題はない．高等学校

を卒業していない方については，現行でも高等学校卒業

程度認定試験制度や大学における個別の入学資格審査に

より入学選考と許可は該当大学の裁量に任されているの

であるから，その制度を援用すればこれも特に問題とは

ならない．このようになれば，職業能力開発はおそらく

すべての職種で各人が必要に応じて受け得るものとなろ

う．残念ながら日本では旧弊な「行政の縦割り」制度が

この方向性への妨げとなっている．これに関しては，既

に欧州では職業能力開発と高等教育の区分は撤廃されつ

つある(岩田[56])ことを指摘しておく． 

資格の時代がやってくると高梨[1]は述べたが，それか

ら 30 年の年月を経た今日，日本での資格制度は多くの問

題を内包している．例えば個人が発するソーシャルメデ

ィアなどを見ると，とんでもなく多くの資格を取得した

人が多数存在していることがわかる．しかし，その資格

群は彼／彼女の職業を必ずしも安定させているとは言え

ず，ただ幼な児が秋の公園でどんぐりをたくさん拾い集

めるがごとく傍から見れば実効性のないものとなってい

る．確かに無いよりは有れば能力証明の助けにもなろう

が，仮に実務能力が伴わなかったりすることが露呈すれ

ば就職選考の際にかえって人物評価を下落させたりもし

てしまう．医師や弁護士のような資格ならまだしも，多

くの職業独占資格，例えば職業訓練指導員免許や教員免

許ではそれを所持していることは必要条件でこそあれ充

分条件には成り得ない．もっとも昨今は弁護士などでも

安泰とは言えず，その有資格者人口が増えたため，資格

を習得しただけではその仕事はできない．かつてのよう

に，弁護士事務所を構える経験豊富な弁護士の下で被雇

用者として実務＝OJT に励むことができないため，職業

能力が向上せず，生活に足る安定した収入を得ることが

能わないというような問題も発生してきている． 

 高梨は学位学歴も資格の 1 つと位置付けているが，こ
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の“資格”も御多分に洩れずそれだけでは職業と雇用の

安定を保障しない．この国では博士号を取得してもそれ

を活かす就職が困難であるというどころか，多くの企業

が忌諱するため学士相当の仕事にもつけなくなると言わ

れている．在職中に取得した者の中にはハラスメントを

受けないよう，職場で公にできない場合もある．博士の

学位が政治・経済の世界で尊重されないということは諸

外国では例がないのではないか．本質的には，学士学位

も同様である．1960 年代までは「学部と専門教育と進路

が一体となっていた時代」であった(高梨[57])．しかし，大

卒者の大量採用が 1970 年代に始まると，有名大学の法学

や経済学などの自社が求める専門教育を受けた者だけを

採用しようとしても人員が不足するため，他学部卒のも

のを採用してみれば，有名大学卒であれば基礎能力が高

いため支障がなかった，という．爾来，企業も一般社会

も大学学部を専門教育機関だとは思わなくなったし，学

生もその専門性に欠けていることを特段恥じなくなった．

と言って，「教養」が身についているわけでもない．外国

の方から，日本の初等中等教育はすばらしいのに…と，

しばしば絶句される所以である．一方，大学を卒業して

から高卒者向けの現業職に入職したりすると，そのこと

が後に明らかとなれば解雇される(例えば，東奥日報[58]な

ど．この件に関し，ほー納得！[59]に問題提起がある)．い

ずれも外から見れば理解しがたい現象であろう．この国

が今まさに経済を始めとして(ものづくり産業も含めて)，

各方面で凋落してゆきつつあるのも人材育成の面からみ

れば歴史の必然なのかもしれない． 

 昨今の人材育成に係る風潮に関して内田 [60]は次のよ

うな主張を展開している． 

「学校教育は国民国家の中で営まれ，国富を増やすこ

とを目指してきた．これに対し，グローバル資本主義

は『無国籍企業』といわれるように，いかに企業の収

益を増やすかということが最大の目的で，特定の国家

を利することはしない．(中略) 

 グローバル資本主義は，時間のスパンが短い．企業

は 5～10 年ぐらいの短いスパンで人材を求める．逆に

学校教育は長い時間を見据える．(中略) 大量採用，大

量離職の背景には，育てるのではなく，ふるいにかけ

る企業姿勢がある．ここで企業がやっているのは個々

人の自尊感情を崩壊させること．簡単には解雇はでき

ないため，自己啓発，研修，能力開発など『指導』の

もと，自己評価を下げさせる．そして自己都合退職に

追いやる． 

 学校現場にも，文部科学省を通じて，『日本のこと

は知らないよ』というスタンスで経済活動している大

企業の要求がどんどん来ている．『社会が要求するな

らそれに合わせようか』と思ってしまうのが教師の悲

しい“さが”．しかし，学校教育が育てているのは産

業戦士やグローバル企業の使い捨て人材ではない．こ

れらの干渉には『ノー』と言おう．学校教育は，何十

年も続く人生の中で生きる知恵と力を育むこと．短期

的な企業の雇用戦略に軽々に応じる必要はない．」 

 この要旨の中で，学校教育・教師という言葉を職業能

力開発・公共職業訓練指導員と読み替えてみるとどうな

るだろうか．職業能力開発の現場ではここで内田が言う

「教師の悲しい“さが”」以上に企業寄りの姿勢が取られ

ており，また，取らざるを得ない構造を内包している．

その上で，とりあえず受講生に当座の職業に対応できる

技能を習得させ，技術革新等で将来さらに能力開発が必

要となった際には自ら対処するのではなく職業能力開発

施設において再訓練すれば良し，とする風潮がある．そ

こには我々指導員の職業能力開発施設の生き残りを懇願

するしたたかな判断も混入していることは明らかだが，

主体的に生きる個として尊厳されるべき人間像はここに

は無く，“訓練”を受講させる対象すなわち指導員を始め

とする訓練担当機関職員の糧となるべく期待が込められ

た“仕上がり像”しか見えてこない．上述した内田が展

開する批判はすなわちこの業界で働く我々への批判でも

ある． 

 少子化に伴い，生き残りをかけて各大学はそれぞれ特

色をつけた重点を定め，教育研究に取り組むようになっ

てきた．朝日新聞社と河合塾が共同で実施した調査「ひ

らく日本の大学」によると，調査に回答した 664 大学の

うち 568 大学が教育の充実を研究の高度化よりも重視し

ている(円山[61])．大学の目指す方向性は 496 大学で地域・

社会のニーズに応える人材育成を担うこととされ，大学

の機能と育成すべき資質・能力では 284 大学が職業能力

の育成を，222 大学が教養・人格の形成を重視すると回

答している．図 2 は文部科学省の資料[62][63]に基づいて作

成した高等学校卒業者の進路状況を示したものである．

図 2 を見ると，日本は 2007 年，専門学校を高等教育に含

めれば 1993 年から 1994 年には高等教育への進学率が

50％を超え，高等教育がユニバーサル・アクセス段階

(Trow [64])に至ったと判断できる．1993 年から 1994 年は

ちょうど高校から大学・短大への進学率が就職率を上回

った時期でもある．そして，2010 年には専門学校を含め

た高等教育への進学率が 70%に達している．図 3 は文部

科学省の資料[65]による高等学校の学科別卒業者数を示

している．これと図 2 を比べると，2016 年度末時点で，

高等教育機関への進学率は普通科卒業生の割合にほぼ匹

敵していることが分かる． 

 

図 2 高等学校卒業者の年次別進路状況 文部科学

省[62][63]を基に作成． 
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 Trow が予見した通り，現代の日本において，高等教育

を受けることは「万人の義務」であり，その期待される

主な機能は「産業社会に適応しうる全国民の育成」とな

っている．「ひらく日本の大学」の調査結果は，ユニバー

サル・アクセス段階に到達した高等教育機関が自らの社

会的存在意義をよく認識していることを示している． 

 Trow は，高等教育がユニバーサル・アクセス段階に達

したとき，主要な教育方法・手段が通信・TV・コンピュ

ータ・教育機器等の活用になると指摘した．現時点の日

本においては，一部ユニバーサル・アクセスに対応して

いる大学もあるが，多くの大学は依然アクセスの閉鎖性

から解放されていない．職業能力開発の場では，職業訓

練指導員免許取得を目指す指導員養成訓練の短期養成課

程において，全教科目を WWW 上で実施するコースがす

でに運用されている(職業能力開発総合大学校[66])．技能

訓練は e-ラーニング化が難しいと見られてきたが，企業

内訓練では，VR（Virtual Reality : 仮想現実）や MR(Mixed 

Reality : 複合現実)の導入が試みられている(小林[67], [68]，

片渕[69])．今後，公共職業訓練のなかでも普及してゆくこ

とが大いに期待される．もとより教育や能力開発の場面

では指導を受ける人と指導する人との間の相互作用が重

要で，これによって互いに能力などを高めて行くわけで

あるから，大衆化した高等教育やより高度化してゆく職

業能力開発の場では一層対人関係が重みを持ってくる．

しかし，時間的，場所，内容の制約を受けずに多くの人

が教育訓練を受ける機会を質・量共に拡充してゆくこと

も求められているため，例えば職業能力開発の中ではこ

れらの新しい教育訓練機器の活用が可能になると，従来

の OJT と Off-JT との間を補完できるようになるだろう． 

 

6. 上から目線の職業“訓練” 
 

“仕上がり像”と差別的な用語は，歴史的に見て戦後の

職業訓練・職業能力開発が機械職種を主な対象分野とし

てきた経緯があるために多用される機械分野に軸足を置

いた言葉である．この点について 2012 年度の第 68 回労

働政策審議会職業能力開発分科会において今野分科会長

から以下のような指摘(厚生労働省[70])があり，厚生労働

省の志村能力開発課長から答弁があった．この件につい

ては今後改善されてゆくであろうことを期待したい． 

「○今野分科会長 それでは，御意見，御質問等があり

ましたらお願いします． 

 なければ，私から 1 つだけ申し上げます．3 ページ

のいちばん上に「仕上がり像」という言葉があります

が，気分よくなくはないですか．物を作っているみた

いなので，今後変えませんか． 

○志村能力開発課長 このハイレベル訓練に限らず，

公共職業訓練においては，都道府県等の訓練でも「仕

上がり像」という言葉を使っていて，ある程度定着し

ているものですが，いずれにしても訓練内容を広報・

周知していく上での実務概念ですので，より適切なも

のを模索・検討させていただきたいと思います． 

○今野分科会長 育成する人材像なのでしょう．民間

企業の中で，仕上がり像なんて聞いたことがあります

か．気になったものですから，考えてください． 

○志村能力開発課長 はい．」 

 “仕上がり像”の語を WWW の検索サイト Google Japan

で検索する(2017 年 12 月 6 日 12 時 50 分実施)と，190 件

の検索結果が得られたが，そのうち 145 件は職業能力開

発の関連サイトで，残りはすべて「仕上がり」「仕上がっ

て」「仕上がった」の語句を含む製品，美術，工芸等の作

品に係る語句が用いられているサイトであった．一方，

Google Scholar で学術論文を検索する(2017 年 12 月 6 日

13 時 30 分実施)と，31 件の結果が得られ，29 件は職業能

力開発に関係する論文であった．残る 2 件のうち，1 件

はメーキング，すなわちケーキ菓子のデコレーション作

品の出来上がりイメージ写真の説明に“仕上がり像”の

語句が 1 回だけ用いられていた．もう１件は西村[71]の生

涯教育に係る論文中で，著者の業績紹介の中に，職業能

力開発に関係する論文であるクドバスを活用した学習内

容編成に関わるもの(西村[72])があり，その要旨の記述に

職業能力分析の手法の説明として“仕上がり像”の語句

が用いられていた．従って，この用例も職業能力開発に

関係する論文での使用と判断できるので，結果として“仕

上がり像”の語は職業能力開発の業界でしか通用しない

一種の隠語と見做すことができる． 

 職業能力開発の世界には，市民感覚からすると違和感

のある言葉が 3 つある．1 つは職業“訓練”であり，次は

ここで受講生の“仕上がり像”なる言葉であり，残るは

職業能力・技能の“付与”という言葉である． 

 最初の“訓練”というのは，犬などに餌で釣って芸を

仕込むイメージが強くてなじめない．雇用者＝資本家が

被雇用者＝労働者・労務者を有形・無形のエサで手懐け

たり暴力でもって抑圧したりしたような旧時代の歴史を

連想させてしまう．この語は法令上の名称として用いら

れているが，その大元となる法令(工場法，明治 44 年 3

月 29 日法律 46 号）)が 1911 年制定，“旧”職業訓練法（昭

和 33 年 5 月 2 日法律第 133 号）が 1958 年制定，“昭和

44 年制定”職業訓練法（昭和 44 年 7 月 18 日法律第 64

図 3 高等学校の学科別卒業者数 2016 年 3 月卒業

者．文部科学省[65]を基に作成． 
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号）が 1969 年制定のものであることを鑑みれば，社会に

おいて人権意識が高まる以前の用語を引きずっているこ

とが理解できよう．「訓練」の語には旧軍における「軍事

訓練」や戦時の「防空訓練」に内在するような強制感・

やらされ感がある． 

 米国では企業において”training”と言えば仕事に必要

な知識・スキル・態度の育成を指すが，元の”train”はこ

れらを行うことの他動詞であり，自動詞でもある．働く

人が主体となってその職業能力を高めるという自動(詞)

的行為を”training”と捉えるならば，この行為を「やら

され感」のある「訓練」で表現することは，個人が主体

となるべき現代にはそぐわない．職業“訓練”の現場で

は受講者が学び技能習得をするための諸過程を“訓練”

と称するが，もっと受講者の側に立った適切な用語は無

いのだろうか．職業訓練法が職業能力開発促進法となっ

た法の精神をより一層押し進めてゆきたいものである． 

 ここで，表現したい言葉は，ある職業に就こうとする

人が主体的にその職務を果せるようになるための能力の

修得を示す語なのであるが，「職業修得」では少し意味が

捉えにくい．そこで，本論では一例として「職業修碩」

の語を提案する．「碩」は優れている，立派である，とい

う意味であり(西田・赤塚)[73]，常用漢字ではないが人名漢

字として使用されている．また，中国や韓国では日本の

修士相当学位を「碩士」と表す．従って，字義として適

切である． 

 厚生労働省では，かつての「職業訓練局」が「職業能

力開発局」に改組された際，上記法令の名称が変更され

た．この際には条文内の用語がすべて変更されたわけで

はなく，各所に職業訓練の文字が残った．2017 年 7 月の

組織再編に際し，「職業能力開発局」は廃され，その行政

事項は「人材開発統括官」の所管となった．そして，以

前の各課長が所掌していた事項が人材開発統括官直属の

参事官が担当することとなり，より人材開発が重視され

ることになった．法令の名称がさらに変更される可能性

もあるが，条文内の用語も検討すべきであることを指摘

する． 

 さて，第 2 の言葉に対する批判についてはすでに述べ

た．最後のものも今日的な言い回しをすれば大変「上か

ら目線」な言葉であり，指導員を始めとする能力開発現

場またはその行政にかかわる者の傲慢さ，もう少し穏や

かに言うならばその感覚に気付かない鈍感さを体現した

言葉と思われる．少なくともこれらの言葉を法律用語と

しては残さざるを得ないとしても，自分と同じであるす

べての人達に投げつけることが無いように心して慎みた

いものである． 

 

7. まとめ 
 

 本論文では，(1)臨教審での議論と答申に対する高梨の

論考を中心に考察と批判を加え，臨教審答申が与えた後

期中等教育への影響を振り返り，(2)中等後教育において

は，その後に引き続く長い職業生活への橋渡しが行われ

るべきであり，その中で個々人が自らのキャリアの方向

性を定めて主体的にその能力を高めて行く必要があるこ

とを示し，(3)現状用いられる用語に代表される「上から

の施し」に依拠した職業能力開発ではなく，働く個人の

主体的で能動的な行動としての職業能力開発ないしキャ

リア形成について今後の方向性を示唆した．今後一層の

少子高齢化が進む中で，学校や職業能力開発施設，企業

での人材開発の諸活動はいよいよ変貌して行かざるを得

ない．本小論がその議論の初端となるよう，希望したい． 
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註 

[註 1]ここでいう専門課程は 1991 年に大学設置基準が大綱化す

る以前に規定されていた大学の専門科目を扱う課程のことであ

り，一般に 4 年制大学の場合は 3・4 年次を指す． 
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